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第12章 準備書に対する意見及び意見についての事業者の見解 

12.1 準備書に対する意見及び準備書に対する意見についての事業者の見解 

 

準備書に対する意見及び準備書に対する意見についての事業者の見解は、表 12.1-1 に示す

とおりである。 

 

 

 

表 12.1-1 準備書に対する意見の概要及び当該意見についての事業者の見解 

一般意見の概要 事業者見解 

2 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

「福岡空港の利用時間外（22 時台～6 時台）の
平成 23 年度から 27 年度の５か年平均離着陸回数
は、全体の 0.2％程度であり、救命・救助などの人
道的活動を実施。」と記載されている。8月 6日に
奈多公民館で開かれた国の説明会では、国の担当
者は「雁の巣地区での運用は 24 時間運用を考えて
いる」と説明した。すると、前記の平均離着陸回
数は、移設後は福岡空港全体の 0.2％を超えるこ
とになる。しかも、24 時間運用とは、救助・救援
などの人道的活動に限定されない、営利目的の民
間ヘリコプターの夜間飛行が増加する危険につい
ては、準備書にて記載されず説明会でも説明され
なかった。このことについて、少なくとも、民間
会社の夜間飛行を含めた当該飛行計画の明示とそ
れに関する人間の生活・生命に係る環境影響評価
は実施されるべきである。 

 夜間の飛行については、現在の福岡空港にお
けるヘリコプターの運航実績を踏まえれば、救
命・救難などの人道的活動のために飛行するこ
とが考えられますが、これ以外のほとんどは日
中の離着陸となります。 
 現在、福岡空港は 24 時間運用であり、民間
会社を含む運航事業者全ての時間帯別離着陸
回数を、準備書第 8章「8.1.9 離着陸回数」の
項でお示ししているとおり、夜間における過去
5年間（平成 23 年度～平成 27 年度）の平均値
では 0.2％程度となっています。 
 今回、夜間（22 時～7時）における予測・評
価は、この割合に応じて行いました。 
 

2.2.5 その他の対象事業に関連する事項 

飛行ルートの設定について、「緊急状態や悪天回
避等飛行せざるを得ない場合を除く」とあります
が、ヘリコプターの離陸は多くが「緊急状態」で
はないのか。また、「悪天」時の離着陸も多くのケ
ースがあるのではないでしょうか。 
福岡空港での実績のデータがありますが、緊急

状態や悪天回避等の飛行の実績数字を示してくだ
さい。 

 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルート
は、準備書第 8章「8.1.8 飛行経路等」の項で
お示ししているとおり、ヘリコプターの安全運
航を考慮して、設定した飛行経路で離着陸する
ことを原則としています。 

また、救命・救難などの人道的活動の場合や
視界が悪い場合における飛行が、緊急状態や悪
天回避等の飛行と考えられ、通常、想定できな
い飛行であることから、環境影響評価の対象に
はなりません。 

なお、福岡空港における過去の離着陸回数
は、準備書第 8章「8.1.9 離着陸回数」の項で
お示ししていますが、緊急状態や悪天回避等も
含めた総数でお示ししております。 
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一般意見の概要 事業者見解 

「環境上の配慮から住居上空の飛行を原則行わ
ない」との説明であったが、それは各ヘリコプタ
ー運行主体への「お願い事項」であると聞いた。 
「お願い」だけでは、「住居上空の飛行」をどれ

だけ回避できるのか非常に危惧している。 
住宅地上空を飛ばない運行ルートを厳守するた

めの飛行ルートを、努力義務ではなく「覚書締結」
の形で、運行主体と契約することを強く要望する。 
「住宅地上空を飛ばない運航ルートを厳守する

ための覚書」を遵守しているか監視する方法につ
いて、地域住民にチェックさせるのではなく、航
空局にて監視し、その結果については毎月定期的
に HP などで公表すること。 
違反については、毎月０件であることが当然望

ましいが、違反があった場合は、日時とともに運
行主体の名前を公表すること。そのことについて
は覚書に盛り込むこと。 

 今回、準備書の記述にあたっては運航事業者
とも協議をしており、これを順守してもらうべ
く、供用後も引き続き運航事業者に対して指導
してまいります。 
 

離着陸時は、上限飛行高度経路を指定している
が、移設する 23 機のヘリは、ヘリ基地での離着陸
のため福岡空港利用の航空機の航路と交差する居
住地域周辺を飛行することとなる。 
福岡空港利用時に比し、飛行に伴う騒音等の発

生、航路の安全、ヘリ基地での飛行燃料保管等は、
著しく、地域住民の負担を強いることとなる。 

 航空路の安全については、対象事業実施区域
及びその周辺は、福岡空港離着陸の民航機（固
定翼機）の経路が上空にあるため、これらの空
域とヘリコプターが飛行する高度（水平飛行の
最高高度は 700 フィート（約 213ｍ）程度を想
定）を分けて安全を確保することとしていま
す。 
 また、運航方法に関し、出発・到着時の飛行
ルートは、準備書第 8章 「8.1.8 飛行経路等」
の項でお示ししているとおり、原則、住居上空
は飛行しないこととしています。（ただし、現
状においても、救命・救難などの人道的活動に
おける緊急状態や視界が悪い状況における悪
天回避等住居上空を飛行せざるを得ない場合
及び飛行の目的地が住居上空の場合には、住居
上空を飛行することがあり、この状況は移設後
も変わりありません。） 
 騒音については、準備書第 8章「8.3.2 予測
及び評価」の項でお示ししているとおり、ヘリ
コプターの運航に伴う航空機騒音の影響につ
いては、環境保全目標を満足していることか
ら、環境の保全に係る基準又は目標との整合性
が図られているものと評価しました。 
 航空機燃料の保管場所については、消防法に
基づく安全対策等を順守してまいります。 

「飛行ルート及び高度」で「原則、住居上空は
飛行しない」としている。しかし、例外が（緊急
状態）、（悪天回避など）と記載されている。緊急
状態とは、機体に起こった緊急状態なら、落下住
民被害の原因となり、悪天回避を理由にされては、
全ての天候で運用される危険がある。また、「区域・
周辺」での高度 213 メートルと住民に与える騒音
被害の関係が明示されていない。 

 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルート
は、準備書第 8章「8.1.8 飛行経路等」の項で
お示ししているとおり、ヘリコプターの安全運
航を考慮して、設定した飛行経路で離着陸する
ことを原則としています。 
 また、救命・救難などの人道的活動の場合や
視界が悪い場合における飛行が、緊急状態や悪
天回避等の飛行と考えられ、通常、想定できな
い飛行であることから、環境影響評価の対象に
はなりません。 
 なお、騒音については、準備書第 8章「8.3.2
予測及び評価」の項でお示ししているとおり、
ヘリコプターの運航に伴う航空機騒音の影響
については、環境保全目標を満足していること
から、環境の保全に係る基準又は目標との整合
性が図られているものと評価しました。 
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一般意見の概要 事業者見解 

4 計画段階環境配慮書に関する内容 

4.3 騒音 

騒音予測と実機飛行の観測値の差について、実
機飛行調査の結果、雁の巣地区住宅地などでは測
定値不検出とありますが、騒音予測（4.3.2）の案
2（格納庫南北配置で壁がない状態）の騒音レベル
は「69dB と推定される」としています。予測値で
は出るのに実測では出ないとの違いは、何かを示
してください。 

 準備書第 4章「4.3.2 予測」の項で示されて
いる数値については、平成 27 年 8 月に公表し
た「計画段階環境配慮書」の内容をお示しして
おり、事業の計画の立案の段階において、入手
可能な文献その他の資料から、騒音レベルが最
大となる場合の値を推定したものとなります。 
 「航空機騒音測定・評価マニュアル（平成 27
年 10 月環境省）」においては、ヘリコプターの
最大騒音レベルが暗騒音レベルから 10dB 以上
大きいものを対象としており、実機飛行時の航
空機騒音の調査結果は、測定したヘリコプター
の騒音と周辺の騒音を比較して有意性が認め
られなかったことから、「測定値不検出」と記
述しました。 
 なお、実機飛行時における雁の巣地区住宅地
の残留騒音レベルは 51～55dB(LAeq)でした。 

運用条件等を設定の上、精査する予定について、
4.3.2（騒音）予測（4.3-2）の下段「※：今後、
対象事業計画に係る運用条件等を設定の上、精査
する予定。」とありますが、その結果は、どのよう
方法で地元住民に知らされるのかお知らせくださ
い。 

 準備書第 4章「4.3.2 予測」の項については、
平成 27 年 8 月に公表した「計画段階環境配慮
書」の内容をお示ししています。 
 「今後、対象事業計画に係る運用条件等を設
定の上、精査する予定。」については、今回、
準備書第 8章「8.3 騒音」の項にお示しした内
容が精査した結果となります。 

第 8章 調査、予測及び評価 

8.1 予測の前提 

評価する数値の取り方について、新しい施設を
作るときに、環境にどのような影響を及ぼすのか
を評価するとき、発生する現象を可能性のある最
大値の場合、どう影響するのかの検証が必要と思
います。 
今回の場合、ヘリコプターが飛行する可能性の

ある機種と航路の最大値を求めて、影響を評価す
べきではないのでしょうか。標準値・平均値では
大きな影響は発生しません。 

 本事業は、福岡市環境影響評価条例（平成 10
年 3 月 30 日条例第 18 号）に基づき手続きをお
こなっています。福岡市環境影響評価技術指針
（平成11年 3月 29日）においては、「工事の実
施については、工事による影響が最大になる時
期又は工事終了時を基本として、適切な予測対
象時期等を設定する。存在及び供用については、
存在による影響がほぼ確定する時期、供用時の
活動が定常的な状態及び影響が最大（最大にな
る時期を設定することが出来る場合に限る。）と
なる時期を基本として、供用後の適切な予測対
象時期等を設定する。」こととなっています。 
 準備書第 8 章でお示しした環境影響評価の各
項目の予測・評価は、環境影響が大きな予測とな
るように、ヘリコプターの運航に係る予測の前
提として、飛行する可能性のある最大機種であ
る「ベル412EP」を含めて予測を行い、将来予測
される年間離着陸回数においては、環境影響と
して安全側（厳しい側）の予測をするため、過去
5年間（平成23年度から平成27年度）の利用実
績から、最大の値を設定しました。さらに、一日
の離着陸回数も環境影響としては安全側（厳し
い側）の予測をするため、平均値ではなく上位
10%値を予測の対象としております。 
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一般意見の概要 事業者見解 

騒音は居住地に影響ないとされていますが、自
然災害が多発している昨今、0.2％の利用とされて
いる静寂な夜間の離発着については、騒音測定す
ら実施されていません。 
加えて、離発着時は、飛行経路を指定している

とされるが、移設される 23 機のヘリは、専用ヘリ
施設での離発着のため、居住地域周辺を飛行する
こととなります。 
福岡空港利用時に比べ、著しく住民の負担を強

いることとなります。 
夜間の騒音調査のデータを十分にとり、データ

を公表し住民の不安を解消すべきではないか。 
 （同３意見） 

 ヘリコプターの運航に係る航空機騒音の予
測・評価については、夜間の飛行も含め環境基
準である Ldenで評価しています。Ldenの算出は、
日中に測定した航空機騒音を「昼間（7 時～19
時）」「夕方（19時～22時）」「夜間（22時～7時）」
の３区分に分けて時間帯補正を行い、昼間より
も夕方、夕方よりも夜間に発生する騒音をより
大きい航空機騒音として評価しています。 
 また、運航方法に関し、出発・到着時の飛行
ルートは、準備書第 8章「8.1.8 飛行経路等」
の項でお示ししているとおり、原則、住居上空
は飛行しないこととしています。（ただし、現
状においても、救命・救難などの人道的活動に
おける緊急状態や視界が悪い状況における悪
天回避等において住居上空を飛行せざるを得
ない場合及び飛行の目的地が住居上空の場合
には、住居上空を飛行することがあり、この状
況は移設後も変わりありません。） 
 夜間の飛行については、現在の福岡空港にお
けるヘリコプターの運航実績を踏まえれば、救
命・救難などの人道的活動のために飛行するこ
とが考えられますが、これ以外のほとんどは日
中の離着陸となります。 
 ヘリコプターの運航に係る騒音については、準
備書第10章 「事後調査」にお示ししているとお
り、周辺環境に配慮して事後調査を実施のうえ、
周辺環境への影響を把握し、公表してまいりま
す。 

予測、実測値について、予測、実測値には、日
時、気象状況、飛行機種（現状の機種ではなく、
更新時の飛行の可能性のある最大機種）、（緊急状
態や悪天回避等飛行も含む）場周経路以遠の 3 経
路の航路も示してください。 

 実機飛行を実施した日時と風速は、準備書第
8章「8.3.1 調査」及び「8.4.1 調査」の項にお
示ししており、その時の気象状況を次のとおり
お示しします。 
・1回目実機飛行調査：平成 28 年 7月 28 日  
 〔測定時間帯及び使用機材〕 
  10時00分から12時00分：ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙAS365N 
  13時00分から15時00分：ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ AS350 
 〔風速〕1.6～5.0m/s  〔最多風向〕北西 
 〔気温〕31.3～33.5℃  〔湿度〕55.2～70.6% 
・2 回目実機飛行調査：平成 28 年 10 月 27 日 
 〔使用機材及び測定時間帯〕 
  10 時 00 分から 12 時 00 分：ベル 412EP 
  13 時 00 分から 15 時 00 分：ベル 427  
 〔風速〕2.4～7.1m/s  〔最多風向〕東北東 
 〔気温〕21.4～23.6℃  〔湿度〕47.3～65.3% 
 予測及び実機飛行時の航空機騒音の調査結
果については、飛行する可能性のある最大機種
である「ベル 412EP」を含め、準備書第 8章「8.1
予測の前提」及び「8.1.7 移設予定機種の概要」
の項にお示ししております。 
 場周経路以遠の飛行経路については、準備書
第 8章「8.1.8 飛行経路等」にお示ししており、
ヘリコプターの安全運航を考慮して、設定した
飛行経路で離着陸することを原則としていま
す。 
 また、救命・救難などの人道的活動の場合や
視界が悪い場合における飛行が、緊急状態や悪
天回避等の飛行と考えられ、通常、想定できな
い飛行であることから、環境影響評価の対象に
はなりません。 
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一般意見の概要 事業者見解 

緊急状態や悪天回避等飛行について、緊急状態
や悪天回避等では雁の巣地区住宅地上空の飛行の
ケースがあるのだから、この場合の騒音値の評価
が必要ではないですか。 

 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルート
は、準備書第 8章「8.1.8 飛行経路等」の項で
お示ししているとおり、ヘリコプターの安全運
航を考慮して、設定した飛行経路で離着陸する
ことを原則としています。 
 また、救命・救難などの人道的活動の場合や
視界が悪い場合における飛行が、緊急状態や悪
天回避等の飛行と考えられ、通常、想定できな
い飛行であることから、環境影響評価の対象に
はなりません。 

ヘリ運用での騒音は、市条例をクリアしている
とのことであるが、緊急、夜間での対応、通常の
離着陸方向は、北、南で住宅地の上空を飛行しな
い。この約束は守れるのか不安。 

 今回、準備書の記述にあたっては運航事業者
とも協議をしており、これを順守してもらうべ
く、供用後も引き続き運航事業者に対して指導
してまいります。 

8.1 予測の前提、8.3 騒音 

環境影響評価の中で、騒音・工事に伴う交通量
の増大が地元住民の反対する大きな理由である。 

 騒音の予測及び評価結果については、準備書
第 8章「8.3.2 予測及び評価」の項でお示しし
ているとおり、ヘリコプターの運航に伴う航空
機騒音及び建設工事の実施に伴う騒音の影響
については、環境保全目標を満足しています。 
 資材等運搬車両の走行においては、現況の騒
音値が環境保全目標を超えている地点が１箇
所あるため、発生交通量の抑制に努めてまいり
ます。 
 なお、対象事業実施区域は、すでに整地され
た造成地であり、本事業では大規模な造成工事
は予定しておりません。 

8.3 騒音 

今回の環境影響調査では、ヘリコプターは 1 機
のみで、ヘリコプター基地周辺のみで住宅地周辺
は実機飛行していない。緊急の時や用がある時は
住宅地周辺にも飛行するのだから、再度調査をや
り直すべきである。1 機でなく、数機飛行させる
べきである。 

 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルー
トは、準備書第 8 章「8.1.8 飛行経路等」の項
でお示ししているとおり、ヘリコプターの安
全運航を考慮して、設定した飛行経路で離着
陸することを原則としています。 
 また、救命・救難などの人道的活動の場合
や視界が悪い場合における飛行が、緊急状態
や悪天回避等の飛行と考えられ、通常、想定
できない飛行であることから、環境影響評価
の対象にはなりません。 

騒音防止については、ヘリコプター施設という
「迷惑施設」を移設しようとしている航空局側の
誠意として、できる限りの対策を講じるべきであ
ると考える。 

 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルー
トは、準備書第 8 章「8.1.8 飛行経路等」の項
でお示ししているとおり、原則、住居上空は
飛行しないこととしています。（ただし、現状
においても、救命・救難などの人道的活動に
おける緊急状態や視界が悪い状況における悪
天回避等において住居上空を飛行せざるを得
ない場合及び飛行の目的地が住居上空の場合
には、住居上空を飛行することがあり、この
状況は移設後も変わりありません。） 
 今回、準備書の記述にあたっては運航事業
者とも協議をしており、これを順守してもら
うべく、供用後も引き続き運航事業者に対し
て指導してまいります。 
 また、供用後においても、準備書第 10 章 
「事後調査」にお示ししているとおり、周辺
環境に配慮して事後調査を実施のうえ、周辺
環境への影響を把握し、公表してまいります。 
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Lden62dB が環境基準となり、「保全対象となる住
居等は存在しなかった。」とあるが、環境基準値以
下なら、騒音はないのか。また、騒音被害は生じ
ないのかの記載はない。特に、夜間の騒音被害は、
住民個々の受け止め方によるものであり、提示さ
れた基準値は意味をなさない。評価書 8.3.39 の騒
音予測式は、住民が感じる「うるささ指数」とは
乖離している。 

 環境基準は、環境基本法（平成 5 年法律第
91 号）第 16 条第 1 項の規定により、「人の健
康を保護し、及び生活環境を保全する上で維
持されることが望ましい基準を定めるものと
する」とされています。 
 今回、ヘリコプターの運航に係る航空機騒
音の評価については、準備書第 7 章「7.3.2 福
岡市、福岡県又は国が実施する環境の保全に
関する施策との整合性」の項にお示ししてい
るとおり、騒音に係る環境基準と予測結果を
比較することにより、環境の保全に関する施
策との整合性が図られているかについて評価
しました。 

調査地点 3～7、「ヘリコプターの航空機騒音」
がＮＤであることは信用できない。測定の方法と
仕方に信が置けない。再度実機飛行調査をしなお
すべきである。この調査には住民と全福岡市民に
周知するため、市政だよりに掲載するなど、通知
漏れがないようにすべきである。 

 「航空機騒音測定・評価マニュアル（平成 27
年 10 月環境省）」においては、ヘリコプター
の最大騒音レベルが暗騒音レベルから 10dB
以上大きいものを対象としており、実機飛行
時の航空機騒音の調査結果は、測定したヘリ
コプターの騒音と周辺の騒音を比較して有意
性が認められなかったことから、「測定値不検
出」と記述しました。 
 なお、実機飛行時における雁の巣地区住宅
地の残留騒音レベルは 51～55dB(LAeq)でした。 
 調査の基本的な手法等については、環境影
響評価方法書の段階において、環境の専門家
等で構成する事業者開催の委員会及び福岡市
開催の審査会を経て、その方法に基づき実施
していますので、評価結果の信頼性は確保さ
れているものと考えています。 

住宅上空を頻繁にヘリコプターが飛行すること
による騒音がもっとも懸念されるところで、移設
については反対である。しかし、航空局側の手順
さえ踏めば、たとえ説明会での住民意見が 100％
反対であろうとも、どんどん押し切っていく状況
にただただ反対を言っても何の意味のない。 
推し進められるままになるよりはと意見を提出

することにした。 
住宅地上空の騒音対策について、誠意ある対策

を講じることを切に希望する。 
現在の福岡空港の過密状態を避けるためという

理由を理解しない訳ではない。 
 

 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルー
トは、準備書第 8 章「8.1.8 飛行経路等」の項
でお示ししているとおり、原則、住居上空は
飛行しないこととしています。（ただし、現状
においても、救命・救難などの人道的活動に
おける緊急状態や視界が悪い状況における悪
天回避等において住居上空を飛行せざるを得
ない場合及び飛行の目的地が住居上空の場合
には、住居上空を飛行することがあり、この
状況は移設後も変わりありません。） 
 また、供用後においても、準備書第 10 章 
「事後調査」にお示ししているとおり、周辺
環境に配慮して事後調査を実施のうえ、周辺
環境への影響を把握し、公表してまいります。 

 

  



12.1-7 

一般意見の概要 事業者見解 

8.4 超低周波音 

調査地点 3～7 で低周波音圧レベルがＮＤであ
ることは信用できない。測定の方法と仕方に信が
置けない。再度実機飛行調査をしなおすべきであ
る。この調査には住民と全福岡市民に周知するた
め、市政だよりに掲載するなど、通知漏れがない
ようにすべきである。 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル
（平成 12 年 10 月環境省大気保全局）」におい
ては、ヘリコプターの最大音圧レベルが対象
以外の音圧レベルから 10dB 以上大きいもの
を対象としており、実機飛行時の超低周波音
の調査結果は、測定したヘリコプターの超低
周波音と周辺の超低周波音を比較して有意性
が認められなかったことから、「測定値不検
出」と記述しました。  
 なお、実機飛行時における雁の巣地区住宅
地の残留超低周波音圧レベルは 67～68dB(G
特性)でした。 
 調査の基本的な手法等については、環境影
響評価方法書の段階において、環境の専門家
等で構成する事業者開催の委員会及び福岡市
開催の審査会を経て、その方法に基づき実施
していますので、評価結果の信頼性は確保さ
れているものと考えています 

秋季で平坦特性が基準値を超えている観測結果
が記載されている。この基準値超過について説明
がない。 

 準備書第 8 章「8.4.2 予測及び評価」の項で
お示ししているとおり、ヘリコプターの運行
に伴う超低周波音の予測対象は、対象事業実
施区域の南西側約 450m のところにある筑紫
少女苑としました。 
 実機飛行調査時における超低周波音の物理
的影響（建具のがたつき）は、目標値に対して
一部の周波数帯で上回っていますが、継続時
間等を勘案し、影響は少ないものと評価しま
した。 
 なお、建物のがたつきが発生した場合は、
必要に応じて対応を協議することとしていま
す。 

睡眠に及ぼす影響について 100、95 の目標値を
下回れば、安眠妨害は起こらないのか。説明がな
い。 

 準備書第 8 章「8.4.2.1 ヘリコプターの運
航に伴う超低周波音（存在・供用）」の項の「（2）
評価 2）福岡市、福岡県又は国による環境の
保全に係る基準又は目標との整合性に係る評
価 ｱ.環境の保全に係る基準又は目標 ｳ）生
理的影響（睡眠影響）」でお示ししているとお
り、平坦特性音圧レベルが 1/3 オクターブバ
ンド中心周波数 10Hz のとき、100dB 以上にな
ると睡眠に及ぼす影響が出始めるとされてい
ます。同様に、20Hz のとき、95dB 以上になる
と睡眠に及ぼす影響が出始めるとされていま
す。 
 今回、生理的影響（睡眠影響）においては、
目標値を超えない結果となりました。 
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8.6 動物 

環境保全での「陸生動物」の生息環境が極めて
小さいと予測されているが、バードストライクも
同様季節での影響に問題があると思慮する。 
今回の移転計画は、子孫等に与える影響が大き

いため、その根拠を明確に示すこと。 

 陸生動物（鳥類）調査については、準備書第
８章「8.6.1 調査」の項でお示ししているとお
り、初夏季、夏季、秋季、冬季、春季において
鳥類の飛翔状況を調査しています。この調査
結果に基づき、ヘリコプターとの衝突（バー
ドストライク）の影響を予測・評価し、準備書
第 8 章「8.6.2 予測及び評価」の項にお示しし
ているとおり、鳥類の飛翔状況に応じて運航
調整を行う等の環境保全措置を講ずることに
より、影響は極めて小さいと判断しています。 
 供用後は、準備書第 10 章 「事後調査」の
項にお示ししているとおり、飛翔経路下の状
況が変化することから、周辺環境及び安全面
に配慮して、季節別に事後調査を実施のうえ、
周辺環境への影響を把握し、公表してまいり
ます。 

第 10 章 事後調査 

設置後の調査も是非継続してほしいしそれらは
もちろん第三者委員会によるものであるべきだ。 

 事後調査については、準備書第 10 章「事後
調査」の項にお示ししているとおり、飛行場
及び施設の供用に伴い、状況が変化すること、
鳥類の飛行経路下の状況が変化することか
ら、周辺環境及び安全面に配慮して、ヘリコ
プターの運航に係る騒音・超低周波音・動物
（鳥類）の事後調査を実施のうえ、周辺環境
への影響を把握し、公表してまいります。 
 また、事後調査実施後の結果は、福岡市環
境影響評価条例に基づき事後調査報告書を作
成し、専門家等で構成する委員会において、
ご審議いただくことを予定しています。 

10 章事後調査のヘリコプターの運航に係る動
物（鳥類）の調査について、緊急状態や悪天回避
等では住宅地上空の飛行のケースがあるのだか
ら、和白干潟は事後調査を入れるべきではないで
すか。 

 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルー
トは、準備書第 8 章「8.1.8 飛行経路等」の項
でお示ししているとおり、ヘリコプターの安
全運航を考慮して、設定した飛行経路で離着
陸することを原則としています。 
 また、救命・救難などの人道的活動の場合
や視界が悪い場合における飛行が、緊急状態
や悪天回避等の飛行と考えられ、通常、想定
できない飛行であることから、和白干潟は事
後調査の対象としておりませんが、関係機関
の有する調査データも情報収集し、把握して
まいります。 
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第 11 章 総合評価 

本当に人間に悪影響を与えないのか、与えない
と言い切れるのか不安である。 

 準備書にお示しした内容は、専門家の意見
に基づき、最新の科学的知見により評価して
います。 

地元住民にとっては、騒音・振動・超低周波音に
よる健康被害、バードストライクやヘリコプター同
士の接触による機体墜落による人家・人命損傷の損
害が発生する危険性の高い、迷惑施設です。また、
同事業による影響評価は先ずもって、人間の生活・
生命そのものに対して実施されるべきです。今回の
準備書にはそうした人間の生活・生命への評価がな
されていません。 
よって、福岡空港回転翼機能移設事業に反対し、

同環境影響評価準備書は、人間の生活・生命に関す
る環境影響をしていないと判断し、かかる視点に立
った環境影響をやり直すべきだと意見します。 

 本事業の実施が環境に及ぼす影響の評価
は、準備書第 11 章「総合評価」の項にお示し
しているとおり、既存の知見及び現地調査結
果を踏まえて予測を行うとともに、「環境保全
措置」の検討を行った結果、環境の保全に係
る基準又は目標との整合性は概ね図られ、環
境への影響は「環境保全措置」の実施により
事業者の実行可能な範囲内でできる限り回
避・低減されることから、環境保全への配慮
は適正であると評価しました。 
 

ヘリ施設移設に伴う環境への影響調査は、現実
に行われていることを現認しています。   
しかし、これによる収集資料、分析結果、それ

に対する評価は、いつ、誰が、どのように実施し
たのか。果たして、その評価は信頼できるのでし
ょうか。 
今回の移設計画は、子孫に与える将来への影響

が大きいため、根拠を示すことを求めます。 
 （同４意見） 

 今回、準備書に記述した調査及び予測・評価
の内容は、準備書第 13 章「受託者の名称、代
表者の氏名及び主たる事務所の所在地」の項で
お示ししているとおり、国が業務を委託して実
施しました。調査結果の内容は、平成 28 年 4
月から平成 29 年 5 月までの間、文献等資料の
収集・整理・解析を行い、準備書第 8章の各評
価項目にお示しする調査時期及び調査位置の
とおり現地調査を実施し、国がその結果を取り
纏めております。 
 また、福岡市環境影響評価条例に基づく環境
影響評価の実施にあたり、最新の科学的知見に
基づく検討を要するため、その地域特性に精通
した環境の専門家等で構成する「福岡空港回転
翼機能移設事業環境影響評価技術検討委員会」
を設置し、現在までに配慮書案、方法書案、項
目・手法の選定、準備書案の各段階で委員会を
開催しました。 
 その委員会においては、信頼性、客観性が確
保できるようマスコミ同席のうえ審議いただ
き、議事概要や構成員等を大阪航空局のホーム
ページにおいて公開しています。 
(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/fuku
okakaiten/index.html) 
 さらに本事業は同条例の手続きにより実施
されていることから、準備書の調査及び予測・
評価の内容は、市長に任命された学識経験を有
する者により構成された「福岡市環境影響評価
審査会」においても審議されることとなりま
す。 
 このように、委員会や審査会を経ることで、
評価結果の信頼性は確保されているものと考
えています。 
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準備書市長意見及び準備書市長意見についての事業者の見解は、表 12.2-1 に示すとおりで

ある。 

 

 

表 12.2-1 準備書市長意見及び準備書市長意見についての事業者の見解 
 

環境の保全の見地からの意見 事業者見解 

1.全体的事項 

１ 全体的事項 
対象事業実施区域周辺は，多種多様な生きもの

が生息・生育し，市民の憩いの場等としても利用
される自然豊かな場所であり，地形は平坦で見晴
らしが良く音も伝わりやすい環境にある。ヘリポ
ートは自然災害や事故等の緊急時の対応に必要
不可欠な施設であるが，本事業に対しては地域住
民から住宅地上空や夜間の飛行による影響等を
懸念する声も多く，地域住民の事業への理解を深
めることが重要であり，わかりやすい環境影響評
価図書の作成に努める必要がある。 

 
本事業における環境影響評価図書の作成

にあたっては、地域住民が本事業への理解
を深められるように、平易な言葉の使用を
心掛けるとともに用語集を加えるなど、さ
らにわかりやすい記載内容の作成に努めま
した。 

２ 個別的事項 
（１）騒音について 
 本準備書において，「予測に必要な騒音レベル
等を把握するため実機飛行調査を実施し，当該調
査の結果を予測に反映した」とされているが，具
体的な記載がなされていない。反映の過程を環境
影響評価図書に示すこと。 
 ヘリコプターの飛行による騒音の予測につい
ては，場周経路及びその周辺の設定飛行経路のみ
が対象であり，それ以外の飛行によっては環境影
響が生じる可能性がある。周辺環境に配慮して行
うとされている事後調査については，その可能性
を考慮して行い，調査結果と併せて飛行等の状況
についても情報提供すること。 

 
 ヘリコプターの運航に伴う騒音の予測に
ついては、実機飛行調査の結果と比較した
検証の過程を環境影響評価図書に記載いた
しました。 

事後調査については、場周経路及びその
周辺の設定飛行経路以外を飛行する可能性
も考慮した調査を行い、調査結果と併せて
飛行等の状況についても情報提供いたしま
す。 
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環境の保全の見地からの意見 事業者見解 

（２）動物について 
1)陸生動物（哺乳類）について 
 福岡県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類のカヤ
ネズミの球巣が対象事業実施区域において多数確
認されているが，本準備書における区域内のカヤ
ネズミへの影響予測では，「生息環境は消失する。
しかし本種の生息基盤（草地）は区域外にも広範
囲に確認され維持されることから，影響は極めて
小さいと考えられる。」とされている。しかしなが
らカヤネズミの生息圏は２０ｍ程度で，想定され
る草地までは距離があり，一部は海水淡水化セン
ターで隔てられ，アクセス道路付け替え工事も同
時期に実施されることから，自力で移動すること
は困難と考えられる。移動先の草地について，事
前に生息適地であるか等の調査及び必要に応じた
整備を行ったうえで，専門家の意見を聴いて可能
な限り捕獲等により移動させること。また，定着
状況の確認のため事後調査を実施すること。 

 
陸生動物（カヤネズミ）について、移動先

の草地が生息適地であるか等の調査及び必
要に応じた整備を行ったうえで、専門家の
意見を聴いて可能な限り捕獲等により移殖
を行います。 

また、定着状況の確認のため事後調査を
実施してまいります。 

2)陸生動物（鳥類）について 
 方法書市長意見についての事業者見解におい
て，「既存文献や類似事例と比較して鳥類への影響
の予測・評価を行った」とされているが，本準備
書においてはその過程が示されていない。ヘリコ
プターの運航による鳥類への影響について，既存
の調査データも参考にし，既存文献等との比較の
過程を環境影響評価図書に示すこと。 
 バードストライクの予測については，鳥類は種
によって飛翔の特性が異なり，また，内海と外海
との間を低空で飛翔するものもいることから，特
性を考慮して経路や高度を再整理するとともに，
東西断面における予測・評価も行うこと。 
 さらに，内海と外海との間を飛翔する種は陸地
の狭い部分を飛翔すると考えられるため，より西
側にも事後調査地点を設置し，予測・評価の検証
を行うこと。 

 
ヘリコプターの運航に伴う鳥類への影響

について、既存文献等との比較の過程を、本
書に記載いたしました。 

バードストライクの予測については、鳥
類の種による飛翔の特性、また、内海と外海
との間を飛翔する鳥類について、特性を考
慮した経路や高度を再整理し、東西断面に
おける予測・評価を反映いたしました。 

さらに、ヘリコプターの運航に係る動物
（鳥類）の事後調査にあたっては、対象事業
実施区域の西側も予測・評価の検証を行う
ため、調査地点を準備書記載の 2 地点から
3 地点に増やします。 

（３）生態系について 
 対象事業実施区域東側のアクセス道路に沿う緑
地帯が雁の巣側と海の中道側それぞれに広がる緑
地・生態系を繋ぐコリドーとなっている可能性が
あるため，事業や工事によって分断することがな
いよう留意すること。また，その状況を事後調査
により確認し，必要に応じて保全措置を検討する
こと。 

 
対象事業実施区域東側のアクセス道路に

沿う緑地帯が、事業や工事によって分断す
ることがないよう留意いたします。また、緑
地帯が生態系を繋ぐコリドーとなっている
可能性について、その状況を把握するため
事後調査を実施し、必要に応じて保全措置
を検討してまいります。 

（４）その他 
ヘリコプターの飛行経路は状況により変わるとい
う特殊性があり，地域住民には騒音等の環境影響
を懸念する声が多いため，供用後において緊急時
等に対象事業実施区域周辺の住宅地上空を飛行し
た場合には，その目的等についてできる限り速や
かに情報提供を行うとともに，騒音等の問い合わ
せや苦情を受け付けた場合の対応について体制を
整えること。 
 

 
 供用後において、当該ヘリポートを利用
したヘリコプターが、緊急時等に対象事業
実施区域周辺の住宅地上空を飛行した場合
には、その目的等についてできる限り速や
かに情報提供を行える仕組みを構築してい
くとともに、騒音等の問い合わせや苦情を
受け付けた場合の対応について、国と当該
ヘリポートの管理者が体制を整えたうえで
地域住民へ周知してまいります。 
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第13章 その他規則で定める事項 

対象事業を実施するに当たり、必要となる許認可等又は届出の内容は次のとおりである。 

 

・航空法第 38条 3項 

国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、

公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用

開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を告示するとともに、現地においてこれ

を掲示しなければならない。 

 

・航空法第 40条 

国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着

陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日を告示すると

ともに、現地においてこれを掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び

掲示した事項について変更がある場合（第43条第1項に規定する事由による場合を除く。）

も、同様とする。 

 

・航空法第 46条 

空港の設置者又は航空保安施設（国土交通省令で定めるものを除く。）の設置者が第 42

条第 3 項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その

他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたと

き、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。 
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第14章 受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

本環境影響評価書の作成は、以下に示すものに委託して実施した。 

 

14.1  受託者の名称及び代表者の氏名 

名 称： パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 

代表者： 取締役本社長 山田 幹世 

 

14.2  受託者の主たる事務所の所在地 

所在地： 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 
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１．用語集 

 

■航空用語 

滑走路 ヘリコプターを含む航空機の離着陸の際に使用する地上の路面をいう。 

誘導路 ヘリコプターを含む航空機が、滑走路とエプロンの間の移動のため地上走

行する通路をいう。 

エプロン 乗降や貨物の積み下ろし、給油、駐留または整備のためヘリコプターを含

む航空機を駐機させることを目的として指定される区域（駐機場）をいう。 

ホバリング ヘリコプターが浮上して空中でほぼ停止する飛行形態をいう。 

タクシーイング ヘリコプターを含む航空機が、誘導路を行き来する際の地上走行をいう。 

ウインドカバレッジ ある滑走路方位に関して、年間の風向、風速を考慮し、横風の影響を受け

ず離着陸できる確率を表わしたものをいう。 

GSE 車両 旅客の乗降や貨物の積み下ろし、また給油等を行う地上支援機材等に使用

する車両をいう。 

エコエアポート 空港及び空港周辺において、環境の保全及び良好な環境の創造を進める対

策を実施している空港のことをいう。 

ＶＦＲ（有視界飛行方

式） 

常に地表等を目視により、自身の位置を確認して飛行することをいう。 

 

■大気質 

異常年検定 当該年風向等が過去 10 年程度のばらつきの範囲内に入っているかどうか

を統計的に検定することをいう。 

１時間値 大気質の測定において、60分間試料吸引を続けて測定する場合の測定値を

いう。大気汚染に係る環境基準では、二酸化硫黄（SO2）、一酸化炭素（CO）、

浮遊粒子状物質（SPM）、二酸化窒素（NO2）は１時間値の１日平均値によ

ることとしている。 

窒素酸化物（NOx） NOx（Nitrogen Oxide）ともいう。窒素原子（N）と酸素原子（O）の化合物

の総称をいう。 

 窒素酸化物は、空気中で石油や石炭等の物の燃焼、合成、分解等の処理

を行うとその過程で必ず発生するもので、燃焼温度が高温になるほど大量

に発生する。その代表的なものは、一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）

であり、発生源で発生する窒素酸化物は 90％以上が NO である。窒素酸化

物は、高温燃焼の過程でまず NO の形で生成され、これが大気中に放出さ

れた後、酸素と結びついて NO2 となる。この反応はすぐに起こるものでは

ないことから、大気中ではその混合物として存在している。発生源として

は、ばい煙発生施設等の固定発生源と、自動車等の移動発生源がある。 

 窒素酸化物は人の健康に影響を与える。また、紫外線により炭化水素と

光化学反応を起こし、オゾンなど光化学オキシダントを生成する。 

二酸化窒素（NO2） 大気中の窒素酸化物の主要成分。物の燃焼で発生した一酸化窒素が空気中

で酸化して生成するものをいう。二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に影響を

及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質になるといわれて

いる。 

浮遊粒子状物質 SPM（Suspended Particulate Matter）ともいう。 

大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）のうち粒

径が 10μm（マイクロメートル：μm＝100 万分の１m）以下のものをいう。 

粉じん 大気中に浮遊する固体の粒子の総称のことをいう。大気汚染防止法では粉

じんは「物の破砕や選別などの機械的処理・堆積に伴い発生しまたは飛散

する物質」と定義され、燃焼、化学反応などで生じる「ばいじん」と区別

される。 

降下ばいじん 大気中への排出や風により地表から舞い上がった粒子状物質のうち、粒子

が比較的大きいために自重で地上に落下（降下）するものや、雨や雪に取

り込まれて地上に落下するものをいう。 
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PM2.5 微小粒子状物質ともいう。 

 大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が 2.5 マイクロメートル以下

の小さな粒子状物質のことをいう。 

大気拡散 煙突から排出された煙や排ガスが、風によって運ばれながら、大気と混合

して、薄まりながら広がることをいう。大気の持つ性質のうち、拡散や希

釈作用を持つものは「風速｣と「乱れ｣で、最大着地濃度は、有効煙突高の

二乗に反比例し、排出量に比例する。 

大気安定度 気温が下層から上層に向かって低い状態にあるとき、下層の大気は上層へ

移動しやすい。このような状態を「不安定｣という。また、温度分布が逆の

場合は、下層の大気は上層へ移動しにくい。このような状態を「安定｣とい

う。例えば、晴れた日の日中は、地表面が太陽光線で暖められ、それによ

り周辺大気も暖められるので下層の大気の方が上層より気温が高い状態

になる。これが夜間になると、地表面は放射冷却現象により冷却され、そ

れに伴い周辺大気も冷却されることから、下層の大気の方が上層より気温

が低い状態になる。このような大気の安定性の度合いを大気安定度とい

い、大気汚染と関係が深い。 

風配図 ある地点の風向（風速）の統計的性質を示すために用いられる。各方位別

に風向（風速）の出現頻度を線分の長さで示したものをいう。 

以下は、対象事業実施区域内で通年観測された気象の風配図。 

 
※グラフの表示は風が吹いてくる方向からの出現頻度を示す。 

 

静穏 風が弱く穏やかな状態をいう。気象観測等において、風速がある数値より

小さいときに「静穏（calm）」または「C（calm の頭文字）」を用いて表す

が、その定義は観測方法等により異なる。風がこのような静穏状態になる

と汚染物質は拡散せず滞留しやすくなる。 

日平均値の年間98％値 年間における二酸化窒素の１日平均値のうち、低い方から 98％に相当する

ものをいう。 

１日平均値の年間 98％値が 0.06ppm 以下の場合は環境基準が達成され、

0.06ppm を超える場合は環境基準が達成されていないものと評価する。 

日平均値の年間２％除

外値 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、高い方から 2％の範囲にある

もの(365 日分の測定値がある場合は７日分の測定値)を除外した最高値を

いう。 

環境基準による二酸化硫黄、一酸化炭素又は浮遊粒子状物質の年間にわた

る長期的評価の方法。 

煙源 大気汚染の予測における大気汚染物質の発生源をいう。排出形態により､

面煙源、点煙源、線煙源に分けられる。 

拡散モデル 流体（気体又は液体）の内部に濃度差があるとき、高濃度部から低濃度部

へ物質の輸送が起こることを拡散という。 

環境影響評価においては、発生源から排出された大気汚染物質や水質汚濁

物質が、大気や河川、湖沼、海域中に広がるとき、どのように拡散するか

を把握するため、各種の条件を選択した上で広がり方の予測を行う。その

方法として各種の拡散モデルが提案されている。 

最大着地濃度 煙突等から排出された汚染物質の地表面での最大濃度をいう。 
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ppm 

 

parts per million の略。 

濃度の単位で、100 万分の１を１ppm と表示する。例えば、１m3の空気中に

1cm3が混じっている場合の物質の濃度を lppm と表示する。 

これに対して、浮遊粒子状物質の単位で使用されている mg/m3 は１m3 の空

気中に 1mg が混じっている場合の物質の濃度を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■騒音・振動・超低周波音 

環境騒音 観測しようとする場所におけるすべてを含めた騒音をいう。環境基準との

比較などを行う場合は、等価騒音レベル LAeqを用いる。 

建設作業騒音（建設作

業振動） 

建設作業（工事）によって発生する騒音（振動）をいう。建設作業に伴う

騒音（振動）の規制は、騒音規制法、振動規制法に基づき定められたもの

について、敷地境界線上での基準値、作業時間の定め等がある。 

自動車騒音 自動車の運行に伴い発生する騒音をいう。自動車騒音には、エンジン本体

音、冷却ファン音、吸排気音、タイヤ音などがあり、騒音規制法では、自

動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音（自動車単体での

騒音：car noise）と指定地域内における道路での走行に伴い発生する自動

車騒音（道路交通騒音）に分け、前者は車種別及び走行状態により、後者

は区域、車線数及び時間の区分により限度が定められている。 

航空機騒音 ヘリコプターを含む航空機の飛行に伴い発生する騒音をいう。 

離陸機と着陸機では離陸機、機種では古い機種、飛行距離では遠くに飛行

するものほどそのレベルは大きく、飛行コースによっても大きく異なる。 

航空機騒音に係る環境基準は、2007（平成 19）年 12 月の改正によって、

WECPNL（Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level：加重

等価平均感覚騒音レベル）から時間帯補正等価騒音レベル（Lden）へ変更さ

れた。 

スラントディスタンス 音源（ヘリコプター）と受音点の最短距離のことをいう。この最短距離を

フィート（1feet=0.3048m）で表している。 

A 特性 可聴域の音を人間の聴感覚を考慮して評価するための周波数重み付け特

性で、騒音レベルの測定において用いられる。 

騒音レベル（LA) A 特性を用いて測定した音圧レベルであり、A特性音圧レベルともいう。 

特定騒音 総合騒音の中で音響的に明確に識別できる騒音をいう。音源が特定できる

ことが多い。 

総合騒音：ある場所におけるある時刻の総合的な騒音。 

残留騒音 総合騒音のうち、すべての特定騒音を除いた残りの騒音をいう。 

暗騒音 ある特定の騒音に着目したとき、それ以外の全ての騒音を暗騒音とい

う。 

最大騒音レベル 

(LA,Smax) 

騒音の発生ごとに観測される騒音レベルの最大値で、騒音計の時間重み付

け特性を S（slow）に設定して求めた最大騒音レベルをいう。 

実効騒音レベル 

(LAeff) 

等価騒音レベルと定義式は同じであるが、建設作業のように限られた時間

における騒音レベルのエネルギー平均値を表す量として、ASJ CN-Model 

2007 において定義されたものをいう。 
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WECPNL 加重等価平均感覚騒音レベル（Weighted Equivalent Continuous 

Perceived Noise Level）をいう。 

航空機騒音の測定及び評価のために考案されたものであり、航空機騒音の

特異性、継続時間の効果、昼夜の別等も加味した騒音の評価指標である。

改正前の旧環境基準の評価指標である。 
時間帯補正等価騒音レベ

ル(Lden) 

 

個々の航空機騒音の単発騒音暴露レベル（LAE）に夕方（午後 7時～午後 10

時）の LAEには 5デシベル、深夜（午後 10 時～翌 7時）の LAEには 10 デシ

ベルを加え、1日の騒音エネルギーを加算したのち、1日（86400 秒）の時

間平均をとって評価する指標。平成 19年 12 月から航空機騒音に係る環境

基準の評価指標として用いられているものをいう。 

 

 
図出典：成田空港株式会社ホームページ 

https://www.narita-kinoukyouka.jp/glossary.html 

単発騒音暴露レベル

（LAE） 

単発的に発生する騒音の全エネルギーと等しいエネルギーを持つ継続時

間 1秒の定常音騒音レベルをいう。 

 

 
出典：「千葉県航空機騒音関係用語の説明」ホームページ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/souon/koukuuki/yougo.html 

等価騒音レベル（LAeq） ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値とし

て表したものをいう。時間的に変動する騒音のある時間範囲Ｔにおける等

価騒音レベルは、その騒音の時間範囲における平均二乗音圧と等しい平均

二乗音圧をもつ定常音の騒音レベルに相当する。 

要請限度(騒音) 騒音規制法においては、市町村長は指定地域内で騒音の測定を行った場合

に、その自動車騒音がある限度を超えていることにより道路周辺の生活環

境が著しく損なわれていると認められるときは、都道府県公安委員会に対

して、道路交通法に基づく対策を講じるよう要請することができるとして

いる。この判断の基準となる値を要請限度という。 

超低周波音 1 秒間に振動する回数を周波数といい、回数が多ければ高い音、少なけれ

ば低い音で聞こえる。音の高さは周波数で表し、単位は Hz を用いる。概ね

1Hz～100Hz の音を低周波音といい、その中でも人の耳では特に聞こえにく

い 20Hz 以下の音を超低周波音ということが多いが、本書においては、1Hz

～100Hz の音を対象としている。 
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1/3 オクターブバンド

音圧レベル 

音の物理的な性質を捉えようとするとき、その音の全体的な音圧レベルや

音の強さのレベルだけでは十分でなく、周波数毎の音圧レベルや音の強さ

のレベルを求めること（周波数分析）が必要となる。1/3 オクターブバン

ド音圧レベルは、定周波数比(21/3=1.26 倍)のフィルタを用いた周波数分析

で求められる。 

G 特性音圧レベル G 特性とは、1～20Hz の超低周波音の人体感覚を評価するための周波数補

正特性で、ISO 7196 で規定されている。可聴音における聴感補正特性で

ある A 特性に相当するものである。G 特性音圧レベルはこの G 特性で重み

付けられた音圧レベルをいう。 

平坦特性音圧レベル G 特性のように、人体感覚補正のような周波数補正をしていない音圧レベ

ルをいう。 

L50値（中央値） 騒音計の指示値が不規則に変動する場合の騒音レベルの表し方の一つで、

L50 値はそのレベルより高いレベルの時間と低いレベルの時間が半分ずつ

あることを示す。 

振動レベル 振動規制法施行規則別表第二備考４及び７に規定されている測定の方法

により得られた 5 秒間隔で 100 個の測定値の 80％レンジの上端値を、昼

間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値をいう。 

振動の目安 振動の目安は以下のとおりである。 

 

振動レベル (単位：dB) 

 
 

地盤卓越振動数 道路交通振動は地盤条件にも大きく影響される。一般に地盤が軟弱なほど

発生する振動の振動振幅は大きく、振動数は低くなる。 

地盤卓越振動数とは、原則として大型車の単独走行を対象として 10 回以

上の測定を行い、対象車両の通過ごとに地盤振動を 1/3 オクターブバンド

分析器により周波数分析し、振動加速度レベルが最大を示す周波数帯域の

中心周波数を読み取り、これらを平均した数値をいう。 

80％レンジの上端値 

(L10) 

変動の大きな振動を評価する際、得られた値を大きい順に並べて、上から

10％と下から 10％をカットした真中の 80％分の内で最も大きなもので評

価する。この値を 80％レンジの上端値という。振動規制法施行規則で用い

られている。 

要請限度(振動) 振動規制法においては、市町村長は指定地域内で振動の測定を行った場合

に、その道路交通振動がある限度を超えていることにより道路周辺の生活

環境が著しく損なわれていると認められるときには、道路管理者などに道

路交通振動の防止のための舗装などの対策を執るべきことや、都道府県公

安委員会に対して道路交通法に基づく対策を講じるよう要請することが

できるとしている。この判断の基準となる値を要請限度という。 
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■動物・植物・生態系、景観、人と触れ合い活動の場、廃棄物、温室効果ガス 

フィールドサイン法 調査対象地域を可能な限り詳細に踏査してフィールドサイン（フンや足

跡、食痕、巣、爪痕、塚等の生息痕跡）を発見し、生息する動物種を確認

する方法。主に大型・中型哺乳類の確認が可能な調査方法をいう。 

バットディテクター法 コウモリ類の発する超音波を可聴域に変換するバットディテクターを用

い、反応のある周波数帯から、コウモリ類の生息の有無を確認する方法を

いう。 

スイーピング法 主に樹林地や低木林、草原で捕虫ネットを用いて、草や木の枝をなぎはら

うようにしてすくい取ることで、採集する方法をいう。 

ビーティング法 木の枝、草などを棒で叩いて、下に落ちた昆虫をネット等で受け取って採

集する方法をいう。 

ベイトトラップ法 糖蜜や腐肉等の誘因餌（ベイト）を入れたトラップ（プラスチックコップ

等）を、口が地表面と同じになるように埋設して、落ち込んだ昆虫を採集

する方法をいう。 

放射照度 

（W/㎡） 

単位時間あたりに単位面積が受け取った日射や大気放射等の光のエネル

ギー量をいう。 

光量子束密度 

（μmol/㎡・秒） 

毎秒・単位面積に対してどれだけの個数の光子が通過するかをモル濃度と

して表したものをいう。 

照度 

（Lx） 

単位面積あたりに入射する光の量（光束）をいう。 

生態系 自然界に存在するすべての種は、各々が独立して存在しているのではな

く、食うもの食われるものとして食物連鎖に組み込まれ、相互に影響しあ

って自然界のバランスを維持している。これらの種に加えて、それを支配

している気象、土壌、地形などの環境も含めて生態系をいう。互いに関連

を持ちながら安定が保たれている生物界のバランスは、ひとつが乱れると

その影響が全体に及ぶだけでなく、場合によっては回復不能なほどの打撃

を受けることもある。 

建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品をいい、その種類として

は、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「ア

スファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙

くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、

改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶器くず」又はこれらの

ものが混合した「建設混合廃棄物」などがある。 

温室効果ガス GHG（Greenhouse Gas）ともいう。 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体のこと。京

都議定書では、二酸化炭素（CO2)、メタン（CH4)、一酸化二窒素（N2O)、ハ

イドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六ふっ

化硫黄（SF6）の６物質が温室効果ガスとして排出削減対象となっている。 
参考：「環境影響評価情報支援ネットワーク：環境アセスメント用語集」(環境省ホームページ) 

http://www.env.go.jp/policy/assess/6term/ 

   「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（平成 25 年 3 月 国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所） 

   「航空機騒音測定マニュアル」(平成 24 年 11 月、環境省) 

   「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12 年 10 月 環境庁大気保全局） 

   「よくわかる低周波音」（平成 19 年 2 月 環境省水・大気環境局生活環境室） 

   「平成 23 年度風力発電施設の騒音・低周波音に関する検討調査業務報告書」 

（平成 24 年 3 月 公益社団法人 日本騒音制御工学会） 




